
 

※イラストを使用される場合は、必ず「デザインガイドライン」をお読みください 

港区広報キャラクター「みなぴぃ」を使用したい！ 

目的は？ 

商品を作り販売する 
 
 
 

商品以外 
（販売を目的としない） 

 
 
 

以下の書類を提出してください 
 

➀使用承認申請書（第2号様式） 
➁商品デザインシート（第3号様式） 

以下の項目に該当していますか？ 
 

はい いいえ 

申請は不要です 使用申込書 
（第1号様式） 
を提出してください。 

承認後、使用承認通知書が届きます 

商品の発売までに、商品の完成品を 
提出してください 

（完成品が難しければイメージデータ） 


